
（１）認定の取扱い

	問１－１：　セーフティネット保証の指定期間とは、どのような定義か。


令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請をすることができる期間をいう。
したがって、指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の保証申込み（認定に係る保証申込期間内である場合に限る）が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となる。


	問１－２：　中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号。以下「法」という。）第２条第５項の規定により「特定中小企業者」であることについての認定を受けようとするときの流れは。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　認定申請書を、その中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して提出することを想定している。（市区町村にあっては、認定申請書に記載された事項について、その事実を証する資料等があれば添付いただくよう案内されたい。）


	問１－３：　問１－２では、認定申請書を「その中小企業者の住所地を管轄する市区町村長」に対して提出することとなっているが、「住所地」とは、何を指すのか。


平成３１年４月１日付改正

答：　法人の場合は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地（注）、個人の場合は、事業実態のある事業所の所在地を想定している。
（注）法人の場合、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村のいずれにおいても認定を受けることが可能と想定。ただし、登記上の住所地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られる。


	問１－４：　建設業のように売上高等が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることもある業種の場合、直近１か月（２号、３号又は４号）又は３か月（５号（原油高要件を除く））ではなく、弾力的に期間を区切ることとしてよいか。


平成３１年４月１日付追加、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　例えば、比較する期間を６か月とするなど、認定権者の判断により弾力的な運用とすることは可能。ただし、認定要件を満たすために恣意的に期間を設定することは本制度の趣旨に反するため、慎重に判断されたい。


	問１－５：　海外に事業所を有する事業者の場合、「売上高等」に海外の事業所における実績を含めるのか。


平成３１年４月１日付追加

答：　含めることを想定している。


	問１－６：　複数の営業所の売上が未集計等、直近月の売上等が確認できない場合、何か月前まで遡ることが可能か。


平成３１年４月１日付改正、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　基本的には申請月を基準としての直近月であるが、最大で３か月程度を目安として遡ることは可能とする運用を想定している。
　　例えば５号の場合、令和６年１０月中に認定申請を行う際の「最近３か月」については、通常であれば令和６年７月から起算して３か月間（９月、８月、７月）となるが、最も遡って令和６年４月から起算して３か月間（６月、５月、４月）の売上高等で認定申請を行うことが可能。
　　ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合を想定していることに注意されたい。


	問１－７：　法人成り、債務者変更により申請者と前年同月あるいは前年同期における事業者が異なる場合、売上高等の比較はどのように行うのか。


[bookmark: _Hlk164942624]令和６年７月１日付追加

答：　事業の同一性が確認できれば、法人成り前の個人もしくは変更前債務者との比較をすることで差し支えない。


	問１－８：　合併等により前年同月あるいは前年同期と売上高等が単純比較できない場合は認定を受けることはできないのか。


令和６年７月１日付追加

[bookmark: _Hlk164866707]答：　合併前のそれぞれの中小企業者の売上高等を足し合わせることで比較を行う等、比較対象となる事業規模が同一であるとの説明が可能な方法であれば認定を受けることは可能と想定している。


	問１－９：　事業全体で売上高等の減少要件を充足しているが、前年（例えば、特殊事情の影響を受けない時期と比較する場合には当該時期を含む。）以降店舗、工場、支店等の減少や一部事業の廃止等で事業内容が縮小している場合、認定は可能か。


[bookmark: _Hlk164942566]令和６年７月１日補足版より移管

答：　各号の事由により経営の安定に支障が生じていると判断できる場合には、認定しても差し支えない。


（２）認定書の取扱い

	問２－１：　認定権者が認定書を発行したものについて、信用保証協会が保証審査により謝絶することはあるのか。



答：　認定を受けた全ての中小企業者について、協会が保証承諾する義務はない。例えば、①協会による金融審査の結果、保証承諾できない場合、②保険対象業種を営んでいない場合、③保証対象としてふさわしくない業態であることが判明した場合などは、謝絶するケースもある。



	問２－２：　指定期間の終了日が土日・祝日である場合、認定申請はその翌日となっても構わないか。



答： 　土日・祝日であっても、当該日をもって指定期間は終了となる。


	問２－３：　保証申込の期限内に保証協会に申込みを行えばよいのか。


平成３１年４月１日付改正、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答： 　そのとおり。保証申込の期限内（市区町村長から認定を受けた日から３０日以内）に、認定書を添えて、金融機関又は保証協会（商工会や商工会議所を経由して申込む場合はそれらの機関）に保証の申込みを行うことが必要。


	問２－４：　認定を受けた日から３０日以内とは、どのように考えるのか。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　令和６年１０月１日に認定を受けた場合、令和６年１０月１日から令和６年１０月３０日までを３０日以内と想定している。



	問２－５：　いつの時点をもって「保証の申込み」とするのか。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　信用保証委託申込書の申込日欄に記載された日付（＝中小企業者が信用保証協会に対して保証を申し込んだ日、又は、金融機関に対して保証付借入金を申し込んだ日）をもって判断する。したがって、申込日欄に記載された日付が、保証申込期限以内であればよい。


	問２－６　認定の日から３０日目（認定書による保証申込みの有効期限）が土日・祝日である場合、保証申込みはその翌日となっても構わないか。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　３０日目が土日・祝日であったとしても、当該日が保証申込みの期限となる。



	問２－７：　保証申込みの期限内であれば、１つの認定書で繰り返し保証を申し込むことができるか。


平成３１年４月１日付改正、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　可能。
　　ただし、７号や８号のように借入金残高の減少が認定の要件となっているものについては、１回目の保証で融資を受けたことで、認定要件を欠くこととなった場合は、新たに認定書を取得する必要がある。


	問２－８：　認定の内容について保証協会から確認が行われることはあるか。


平成３１年４月１日付改正、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　権限ある認定権者が行った認定行為については公定力が働くことから、認定権者が取り消さない限りにおいては有効であり、保証協会においては、認定権者が確認済みである事項（指定業種や売上高等の認定基準に合致しているか否か）については原則として確認を求めない。
ただし、認定に重大かつ明白な違法性がある場合には当該認定が無効となるおそれがあるため、保証協会から例えば以下の点の確認が行われることはあり得る。
（保証協会からの確認例）
・当該中小企業者の住所地が認定権者の所管であるかという「認定権の確認」
※「認定権の確認」は、当該中小企業者の記載している住所地が、各地方公共団体の管轄する区域内にあるかという形式的な確認を求めるものである。
・指定業種として認定されているか（非指定業種に属する事業を行う者として認定を受けていないか。）という「業種確認」
・名称及び代表者の氏名が保証申込において提出される他の書類と整合的であるかという「本人確認」
・認定権者の記名がなされているかという「認定事務の外形的な確認」


	[bookmark: _Hlk171694071]問２－９：　認定書の有効期限を従来の「認定の有効期限」から「３０日以内に保証申込を行うこと」と変更した理由は。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　従来は認定書の有効期間として３０日を設定していたが、市区町村長による認定後、申請に係る不正が発覚した場合等への取消し対応等を鑑み、認定書の有効期限から、保証申込の期限を設定することとした。
なお、申請に係る不正とは例えば、
· 認定要件を満たしていないことが明らかになった場合
· 申請書の虚偽記載等、不正な方法により認定を取得したことが明らかになった場合
等を想定している。
また、当該不正等が発生した場合について一律で認定取り消しを行うことを想定しているものではなく、関係者への影響等も鑑み、案件ごとの個別判断となる。なお、判断に迷う際は中小企業庁へ照会されたい。


（３）その他

	問３－１：　特定中小企業者の認定事務を市区町村長が行うこととなっている理由如何。


平成３１年４月１日付追加

答：　経営安定関連保証については、国庫負担による信用保険のてん補率引上げ等の措置が講じられているため、保険契約の当事者である信用保証協会ではない第三者が認定を行うことで、客観性を担保する必要がある。
　　　加えて、他の公的機関と比べて至近に位置するケースの多い市区町村を一律の窓口とすることにより、有事の際における中小企業の申請に係る利便性を確保することが可能である。
　　　以上により、特定中小企業者の認定事務については各市区町村長が行うこととしているものであり、引き続き、市区町村と信用保証協会とが一層連携して対応いただきたい。


	問３－２：　本技術的助言の位置付けはどのようなものか。


平成３１年４月１日付追加、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　従来、号別に分かれていた経営安定関連保証に係る回答事例集を統合の上、共通事項を「総論」にまとめるとともに、特に照会が多い事項について追記し、技術的助言として整理することで、関係者（特に、認定事務を行う市区町村）の利便性向上に資することを目的して作成したものである。





	問３－３：　認定申請時に必要な資料は何か。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　認定申請時に必要な資料は、法人（個人）の実在が確認できる資料と売上高等が確認できる資料（２～５号の場合）を想定している。


	問３－４：　法人（個人）の実在が確認できる資料とは具体的にはなにか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　法人については、次のいずれかの資料での確認を想定している。なお、その他以下の資料に類するものと市区町村が認めるものにより確認しても差し支えない。
①法人謄本（履歴事項全部証明書）又は抄本（現在事項全部証明書）
※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
②以下のような資料等のうち２種以上から確認できる場合
（例）
〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書
・公共料金（水道光熱費）支払い領収書、　など
〇出店証明や営業許認可証
　　　・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるＵＲＬ
〇その他
　　　・認定申請にあたり実印が必要不可欠として扱っている場合で印鑑証明の取得を必要とする場合、印鑑証明に記載の住所

個人については、次のいずれかの資料での確認を想定している。
1 確定申告書の写し
2 ①に代替する資料（例：開業届、許認可証など）
3 その他、①及び②に類するものとして市区町村において、事業実態があるものとして認める資料


	問３－５：　売上高等の減少を確認するための証拠書類はどのようなものを求めればよいか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　売上高等の確認資料については、例えば、以下の資料等のいずれかを用いての確認を想定している。
1 各月の売上高等が分かる書類（売上台帳、法人概況説明書など）
2 市区町村が定める所定の様式（各月の売上高等を記載するものであって法人（個人）により真正性の証明をさせるもの。）

なお、②の資料による場合には別途同資料の内容を挙証する資料の提出を求めることを想定している。


	問３－６：　申請の受付けに当たっては、窓口で受付けをし、面談によらなければならないのか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　認定申請の受付けについては、郵送での受付けを実施している市区町村もあり、対面での受付けは必須ではない。
　　また、一部の市区町村では、電子申請システム（SNポータル）等を導入し、オンライン申請を可能とする市区町村もあることから、効率的な認定申請に向けた改善を随時行っていただきたい。


	問３－７：　申請の受付けは、申請者と金融機関の相談後でなければしてはならないのか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　直接、認定申請窓口に申請があった場合には、窓口で受付けをし、認定書の発行をすることが望ましい。
他方、これまで金融機関と取引のなかった事業者等においては、金融機関の融資申込みから審査までに時間を要するおそれもあることから、その点については申請受付時に申請者に対して丁寧に説明いただきたい。


	問３－８：　認定において、認定者の押印は不要なのか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　従来の様式では「印」の記載があったが、認定の真正性等が確保される場合にあっては、必ずしも押印は必要ないことから、一律に求めるような様式としないこととし、認定権者である市区町村において柔軟な運用を可能とする。
　　　ただし、公印以外で認定の真正性を証明することができない場合には、従来のとおり扱っていただきたい。



	問３－９：　認定要件の確認において、小数点以下を切り上げとする運用を行ってよいか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　小数点第２位以下を切り捨てて運用いただきたい。
（例）
· 5.1234%は、5.1%
· 14.5678%は、14.5%
· 4.999%は、4.9%
· 14.987%は、14.9%


	問３－１０：　申請において、申請者の押印は不要なのか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　従来の様式では「印」の記載があったが、自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合にあっては、一律に押印を求めるような様式としないこととし、認定権者である市区町村において柔軟な運用を可能とする。
　　　なお、市区町村の決裁規定等により押印を求める場合には従来のとおり取り扱うこととしても差し支えない。
　※本改正は、市区町村におけるオンライン申請の取組を進めるために講じているものでもあるため、業務効率化のために柔軟に運用いただきたい。


	問３－１１：　実印がない場合、訂正印は不要か。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　修正をした者が修正した旨を補記する運用も想定される。


	問３－１２：　修正する際、職員が職権で修正してもよいか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　申請者（受任者含む）に確認の上、修正をした場合には修正をした職員が修正した旨を補記するなどの運用も想定される。






	問３－１３：　市区町村への認定申請の手続きを、金融機関の担当者等が代理で行うことは差し支えないか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　市区町村の認定窓口の混雑緩和と認定事務の負担軽減のため、金融機関の担当者による代理申請も差し支えない。
なお、委任状様式例については使用頻度を勘案し、中小企業信用保険法２条５項４号、５号及び２条６項についてのものとしているが、市区町村にて必要に応じ適宜修正して差し支えない。

　　　（別添参考１）委任状様式例


	問３－１４：　委任状様式例中の、「金融機関の印」には何を押印すればよいか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　金融機関の押切印の押印を想定している。


	問３－１５：　金融機関の代理申請の場合、金融機関による修正は可能か。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　金融機関が、代理申請のため、申請者から認定書の取得にあたり包括的に委任を受けて申請を行っている場合には、金融機関により修正することは差し支えない。ただし、修正をした場合には修正した旨を補記することを想定している。


	問３－１６：　委任状に記載された職員（代理人）以外の担当者が認定書の受領に来た場合、代理人（受任者）ではないため、認定書を渡すことはできないのか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　各市区町村と金融機関の間での取り決めとなるが、金融機関における勤務体制等により、必ずしも専任の金融機関職員が申請から受領まですべてを一元的に行うことが困難な場合もあることから、事前に金融機関側と連絡、調整をすることで柔軟に対応して差し支えない。




	問３－１７：　認定審査に用いた書類は全て保存しておく必要があるのか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　当該事務の性質を踏まえ、各市区町村において規定する文書管理規定等による取扱いとされたい。


	問３－１８：　令和２年４月に事業者から提出を受ける認定申請書は２枚から１枚に変更されたが、市区町村で控えが必要な場合はコピーにて対応することで良いか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　差し支えない。


	問３－１９：　信用保証協会への申込みに当たっては認定書のコピーでもよいか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　差し支えない。


	問３－２０：　申請者から複数通の認定書の発行申請があったが、求めに応じて発行してかまわないか。


令和６年７月１日補足版より移管、令和６年１０月１日一部改正（同年１２月１日より適用）

答：　問３－１９のとおり、信用保証協会に提出する認定書はコピーでかまわないため、基本的に原本を複数通発行する想定はしていないが、必要に応じて発行することも差し支えない。


	問３－２１：　認定書を紛失等した事業者から再発行の申請の相談があった場合、前回申請を受付けた際の資料をもって、認定書を発行してもよいか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　前回申請時の資料をもって認定書を再発行しても差し支えない。ただし、再発行日の日は前回発行日とすることとされたい。





	問３－２２：　税滞納をしている事業者に対して一律に認定申請を受け付けない運用をしてもよいか。


令和６年７月１日補足版より移管

答：　未納分に関する分納の調整が行われているか、といった滞納解消に向けた取組を行っているか等を踏まえ対応可否をご判断いただきたい。


	問３－２３：　令和６年１２月１日付けで認定基準が一部変更されていることとの関係で、認定申請は施行日前に行われているが、内容の審査に時間を要するため認定は施行日以後となる場合の取り扱いは。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　各市区町村において規定している認定基準等を改正する等により、変更前の要件で認定を可能とするよう整理いただきたい。


	問３－２４：　３～５号における今回（令和６年１０月１日経済産業省告示第１６１～１６４号）の告示内容施行前に既に認定済の認定書をもって、施行後に保証申込みを行うことは可能か。


令和６年１０月１日追加（同年１２月１日より適用）

答：　可能。施行前に既に認定済となった認定申請書は施行後も引き続き有効。
















- 2 -

